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２ 研究の実際                              

（1） 新学習指導要領に関わる理論研究                            

 

ア 小学校国語科で育成を目指す資質・能力 

    中央教育審議会『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善

及び必要な方策等について（答申）』（平成 28年 12月）では、子供たちに育成すべき資質・能力が

「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱に整理

（表１）されました。また、平成 29年３月に公示された新学習指導要領では、国語科において育成

を目指す資質・能力が「国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力」と規定されました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語科の場合、他の教科等と異なり、育成を目指す資質・能力が校種別に区分して示されていま

せん。これは、言葉そのものを学習対象とする国語科においては、指導内容が「系統的・段階的に

上の学年につながっていくとともに、螺旋的・反復的に繰り返しながら、資質・能力の定着を図る

ことを基本としている」（2）ためと考えられます。 

   また、新学習指導要領解説には今回の改訂の基本的な考え方として次のような記述があります（3）。 

 

 

 

 

表１ 国語科において育成を目指す資質・能力の整理（1） 

 知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成のバランスを重視する平成 20 年改訂

の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で、知識の理解の質を更に高め、確かな学力を

育成すること。                     （※下線は本研究委員会による。） 
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新学習指導要領では、現行学習指導要領から引き継がれた要素に、知識の理解の質を更に高めるための

要素が新たに付加されたことが分かります。そこで、国語科の目標の文言について、それぞれの学習指導

要領を対応させて、表２のように整理してみました。 

 

 

新学習指導要領の目標 現行学習指導要領の目標 

言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で

正確に理解し適切に表現する資質・能力を次のとおり育成

することを目指す。 

 

国語を適切に表現し正確に理解する

能力を育成し、 

 
 

 

 

 

 

伝え合う力を高めるとともに、思考力

や想像力及び 

 

 

 

 

言語感覚を養い、国語に対する関心を

深め国語を尊重する態度を育てる。 

(1)日常生活に必要な国語について、その特質を理解し適切

に使うことができるようにする。 

(2)日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高

め、思考力や想像力を養う。 

(3)言葉がもつよさを認識するとともに、言語感覚を養い、

国語の大切さを自覚し、国語を尊重してその能力の向上

を図る態度を養う。 

 

下線部は、両者に共通した文言若しくは同一の内容を示すと判断した文言です。比較すると、現行学習

指導要領で育成を目指す資質・能力は、新学習指導要領でもほぼ変わらず残っていることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

では、新たに付加された文言に着目してみましょう。 

 

 

思考力、判断力、表現力等 

知識及び技能 

学びに向かう力、人間性等 

下線部は、新学習指導要領の

目標にも残った文言です。 

表２ 国語科の目標についての比較対照表 

現行学習指導要領から新学習指導要領に引き継がれている資質・能力 

 

◯適切に表現する（資質・）能力   ◯正確に理解する（資質・）能力    ◯伝え合う力 

◯思考力や想像力          ◯言語感覚     

◯国語を尊重する態度 
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言葉による見方・考え方を働かせ 

資質・能力を育成するためには、「児童が『言葉による見方・考え方』を働かせることが必要である」

とあります。「言葉による見方・考え方」を働かせるとは、「児童が学習の中で、対象と言葉、言葉と言

葉との関係を、言葉の意味、働き、使い方等に着目して捉えたり問い直したりして、言葉への自覚を高

めることである」(4)とされています。つまり、言葉で表現されている話や文章を、言葉の様々な側面か

ら総合的に判断して理解したり表現したりすること、また、その理解や表現について、改めて意識的に

吟味することと言えます。 

 

言語活動を通して 

 言語活動の重要性については、これまでも述べられてきており、国語科の内容(2)として示された言語

活動例を通して(1)の指導事項を指導することとされてきました。今回の改訂では、目標にも明確に示さ

れたことで、資質・能力の育成のために、言語活動を通して学ばせることが大前提となされました。 

 

 

日常生活に必要な国語について、その特質を理解し適切に使うことができるように 

日常生活における人との関わりの中で 

現行学習指導要領解説においても、目標の説明として「日常生活に生きて働くよう」「実生活で生きて

働くように」といった文言が記載されていましたが、今回の改訂では、こうした意味合いをより強調す

るために、前面に打ち出したものと考えられます。個々の知識や技能としてではなく、「生きて働く知

識・技能」として習得させることが求められていることが分かります。 

また、人工知能が飛躍的に進化する時代にあっては、子供たちが様々な変化に積極的に向き合い、他

者と協働して課題を解決していくことが、学校教育に求められることの１つとして挙げられています。

これから求められている児童像が、「人との関わりの中で」という文言に反映していると考えられます。 

 

言葉がもつよさを認識する 

 新学習指導要領解説では、「言葉がもつよさ」として、「言葉によって自分の考えを形成したり新しい

考えを生み出したりすること、言葉から様々なことを感じたり、感じたことを言葉にしたりすることで

心を豊かにすること、言葉を通じて人や社会と関わり自他の存在について理解を深めたりすること」（5）

が挙げられています。ここでも、これから学校教育に育成を求められる児童像が具体化されていること

が分かります。 

 

国語の大切さを自覚し、国語を尊重してその能力の向上を図る 

 この部分に関しては、現行から追記された説明は、ほぼありません。現行の「国語に対する関心を深

め」に当たる内容を、より具体化して示されたのが、「言葉がもつよさを認識」することと、「国語の大

切さを自覚」することだと考えました。 

 

 以上のことを踏まえて、本研究委員会において育成を目指す資質・能力を、次頁表３のように整理し

ました。 
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知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 
※学習過程に沿って示す 

学びに向かう
力、人間性等 

 

（１）言葉の特徴や使い方に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）情報の扱い方に関する事項 

 

 

 

 

（３）我が国の言語文化に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 話すこと・聞くこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 書くこと 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 読むこと 

 

 

              拡大します（A３版・横１枚） 

こちらをクリック⇒ 本研究委員会における資質・能力の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 本研究委員会における資質・能力の整理 

http://www.saga-ed.jp/kenkyu/kenkyu_chousa/h29/01_syo_chu_kakukyouka/01_syou_kokugo/documents/sisitu_nouryoku.pdf
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イ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進 

これからの時代に求められる資質・能力を、子供たちが身に付け、生涯にわたって能動的に学び続け

ることができるようにするためには、「我が国の優れた教育実践に見られる普遍的な視点である『主体

的・対話的で深い学び』の実現に向けた授業改善（アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善）

を推進することが求められる」（6）とされています。本研究委員会では、「主体的・対話的で深い学び」と、

そうした学びを実現した児童の姿について、次のように捉え、例を挙げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主体的な学び 子供自身が目的や必要性を意識しながら、課題の解決に向けて思考を働かせること。 

 

（例）モデル文と自分自身の文章の書きぶりを比較することで自分の問題点に気付き、既習

の知識を活用しながら問題の解決方法を考えて、学習への見通しを持っている。 

（例）生活科で見付けた昆虫について友達に詳しく紹介したいという目的意識を持ち、必然

性を持って書く際のポイント（観点）を習得している。 

（例）音読発表会に向けて登場人物の心情が伝わる音読の仕方を考え、単元の終末で、根拠

となる情景描写や会話文に着目すれば良いという自分の学びについて、振り返りを書い

ている。 

 

対話的な学び 他者とのやりとりや読書によって、考えを広げたり、深めたりすること。 

 

（例）地域や外部の人にインタビューを行ったり、分かったことを友達に報告したりする中

で、それまでの自分の見識を広げたり改めたりしている。 

（例）リーフレット作りの過程において、ペア対話の中でもらった助言を基に見出しの言葉

を書き換えたり、友達のレイアウトのよさを相手に伝えたりしている。 

（例）伝記を読んで、不断の努力の大切さを痛感し、自分の生活を見直そうとしている。 

深い学び 「言葉による見方・考え方」を働かせながらより深く理解したり、表現したりしながら

自分の思いや考えを広げ、深めること。 

 

（例）五感を用いた文章の書きぶりを習得した後、普段の生活でも五感表現の良さを実感す

るようになり、スピーチでも五感表現を取り入れようとしている。 

（例）友達の発表を聞いて、自分とは異なる視点に気付き、新たな問いを持って解決方法を

転換させる等、自分の考えを深めている。 

（例）新聞記事・見出し・リード・写真・キャプションに込められた書き手の意図を読み取る

際の観点を習得した後、家庭の新聞も批判的思考をもって読んでいる。 
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ウ 単元を見通して、その中で育む資質・能力の育成 

授業改善を進める際の配慮事項として、「主体的・対話的で深い学びは、必ずしも１単位時間の授業の

中で全てが実現されるものではない。単元など内容や時間のまとまりの中で、例えば、主体的に学習に

取り組めるよう学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりして自身の学びや変容を自覚で

きる場面をどこに設定するか、対話によって自分の考えなどを広げたり深めたりする場面をどこに設定

するか、学びの深まりをつくりだすために、児童が考える場面と教師が教える場面をどのように組み立

てるか、といった視点で授業改善を進めることが求められる」（7）とあります。「主体的・対話的で深い学

び」の実現に向けた授業改善は、単元を見通して行うことが必要です。 

そこで、本研究委員会では、「主体的・対話的で深い学び」の視点で授業改善を図る際に、どのような

手立てが有効かを検討し、それらを単元の一次、二次、三次に分けて整理しました（次頁表４）。前項に

例として挙げた児童の姿を目指すために、単元導入前や単元終了後に講じるべき手立てもあると考え、

表の中に位置付けています。なお、主体的な学び、対話的な学び、深い学びは、それぞれが相互に関連

しながら実現されるものであるため、手立てについても分類することは難しいと考えます。ただし、こ

こでは便宜上、３つに整理して示すこととしました。 

  学習の見通しと振り返りについて、佐賀大学教育学部の達富洋二教授に伺いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達富先生「学びどき・教えどき」   

 

 

主体的な学びには学習の見通しと振り返りが必要です。学級で

共有している学習計画だけではなく、自分自身が粘り強く学習を

進め、次の学習につないでいくためにも、自分の学習を知ること

が必要だからです。しかし、児童は「どのように見通しを立てたら

いいのか」「学習を振り返るということはどのようにすることなの 

か」を知らないことが少なくありません。ですから、個々の学習の見通しや振り返りを互いに知ること

が有効です。例えば、前の時間に書いた学習の振り返りの中から、学級で共有して二次活用すると効果

的だと考えられるものを、一枚のプリントに編集して配付して読み合うことで、振り返りの仕方を知る

ことになります。このことは、これからの単元の見通しを立てることの手掛かりにもなります。 

毎時間の終わりに形式的に振り返らせるのではなく、単元の学習の中で「振り返るとどのようないい

ことがあるのか」「見通しを持つことでどのようなことができるようになるのか」ということと重ねて

「見通し・振り返り」を位置付けることが大切です。 

学びの見通し 

振り返り 

次の学習の見通しにつながる振り返り 
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 ※主体的な学び、対話的な学び、深い学びはそれぞれが相互に関連しながら実現されるものであるため、 

手立てについても一概に分類することは難しいと考えます。ただし、ここでは便宜上、３つに分類し 

て示しました。 

 

 

 

   
主体的な学び 対話的な学び 深い学び 

単
元
前 

◯当該単元に関わる基礎的な知識や

関連する話題について、事前に児童

へさりげなく提供することで、レデ

ィネスを調整する。 

 

 

◯多様な考えを受容できる学級の

支持的風土を培っておく。 

 

◯読書の機会を多く設定すること

で、多様な作者や筆者の考えに

触れさせ、児童の思考を深めた

り、活性化させたりする。 

◯語彙を豊かにするための取組を

日常的かつ継続的に取り入れる

ことで、児童の思考を深めたり、

活性化させたりする。 

 

◯学校行事や地域行事、他教科の年

間指導計画と照合しながら単元

配列を入れ換えることで、当該単

元における指導事項を効果的に

身に付けさせる。 

 

一
次
（
つ
か
む
） 

○事前にリサーチした、児童の身近な

話題や興味を踏まえて言語活動を

設定することで、意欲を喚起する。 

 

◯児童と一緒に学習計画を立てるこ

とで、学習のゴールやそこまでのプ

ロセスのイメージをつかませる。 

   

◯言語活動のゴールの具体例を示す

ことで、児童の「ああなりたい」「こ

うしたい」という願いや思いを存分

に引き出す。 

 

◯児童の学習履歴や単元の特質に応

じて学習過程に軽重を付けること

で、より有意義な学習となるように

する。 

 

〇児童間の認識のずれや問いを洗

い出すことで、学習課題を考えさ

せる。 

 

○児童が考えを整理したり、書き出

したりする時間を確保すること

で、円滑な話合いを促す。 

 

〇話合いの中で、書き出した考えを

比較して傍線等のチェックをさ

せることで、共通点や相違点を明

らかにさせる。 

 

○言語活動のゴールの例を提示す

る際、その内容を工夫すること

で、児童の課題意識を高める。 

 ・教師による範例 

 ・児童による範例 

・教師による範例と改善の余地が

残る例の対比 

 ・児童の実態に即した例と範例の

対比 

 

◯学習課題で、何をどのようにすれ

ば、どのような力が身に付くのか

を児童と共通理解しておくこと

で、学習への目的意識や必要性を

実感させる。 

 

 

   

表４ 「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業改善の手立て 
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   主体的な学び 対話的な学び 深い学び 

二
次
（
深
め
る
） 

◯児童による自己選択や自己決定の

場を設けることで、課題の解決に向

けて積極的に考えさせる。 

 

◯到達基準を児童に示すことで、単元

の途中でも児童に目的意識や意欲

を持続させる。 

 

◯本時の終わりに、次のような視点を

適宜与えた上で振り返らせること

で、次時の学習へ見通しを持たせ

る。 

・分かったこと 

・できるようになったこと 

・習得状況 

・参考になった友達の考え 

・次の学習で取り組むべきこと、取

り組みたいこと 

◯学習場面に最適な対話形態を選

択することで、児童の思考を促

す。 

 

◯話し合う際の観点や目的を明確

に示すことで、話合いの焦点化、

活性化を図る。 

 

◯ＩＣＴ機器を活用することで、話

合いの焦点化、活性化を図る。 

 

◯思考ツールを用いて考えを整理

させることで、自他の考えを俯瞰

して捉えさせる。   

 

◯学習活動が停滞した際、児童の困

り感を基に解決方法を話し合わ

せることで、自力解決を促す。 

 

○学習成果を中間発表として他者

に披露させることで、互いのよさ

や改善点に気付かせる。 

◯キーワードを与えて学習を振り

返らせることで、できたことや分

かったことの理由や根拠を考え

させる。 

 

◯板書やワークシートを工夫する

ことで、児童が学びの道筋や思考

の過程をたどることができるよ

うにする。 

 

◯他教科等で学んだことと関連付

けて考えさせることで、多様な課

題の解決方法に気付かせる。 

 

◯中間発表で他者から質問や助言

を受ける場を設定することで、課

題の解決に向けた再検討や修正

を促す。 

三
次
（
ま
と
め
る
） 

◯単元の終末で、学んだことの意義や

改善点、自分の変容について振り返

らせることで、成長を自覚させると

ともに、次の学習につなげさせる。 

◯互いのよさについて伝え合わせ

ることで、学んだことを客観的に

確認させるとともに、次の学習へ

の意欲を喚起する。 

◯習得した知識及び技能、考え方等

をカードやファイル等に蓄積さ

せておくことで、次の学習でも活

用できるようにさせておく。 

単
元
後 

 ◯習得した知識及び技能に関する

自主学習の取組について他の児

童に紹介し、広げる。 

◯習得した知識及び技能、考え方を

日常生活の中で活用し、役立てら

れる場を設定する。 

 

エ 学習過程の明確化、「考えの形成」の重視 

今回の改訂では、「ただ活動するだけの学習にならないよう、活動を通じてどのような資質・能力を育

成するのかを示す」ために学習過程が明確化されました。中央教育審議会答申において、「国語科におけ

る学習過程のイメージ」（次頁図１）が示されています。学習過程の明確化は、前回の改訂（Ｈ20）でも

改訂の要点として挙げられていましたが、両者を比較すると、今回の改訂で学習過程がより一層細分化

して示され、各過程における指導事項が位置付けられたことが分かります。 

各領域の学習過程について、新学習指導要領解説と現行学習指導要領解説を対応させて整理したもの

を新学習指導要領に関わる理論研究-10、11に示しています。 
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 図１ 国語科における学習過程のイメージ（8） 
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Ａ 話すこと・聞くこと 

学習過程（新） 指導事項（新） 学習過程（現行） 

話
す
こ
と 

話題の設定 

情報の収集 

内容の検討 

日常生活の中から話題を決め、集めた材料から必要な

事項を選んだり、その内容を検討したりすること。 

 

話題設定や取材 

 

話すこと 構成の検討 

考えの形成 

話の内容が明確になるように、構成を考えることを通

して、自分の考えを形成すること。 

表現 

共有 

適切に内容を伝えるために、音声表現を工夫したり、資

料を活用したりすること。 

聞
く
こ
と 

話題の設定 

情報の収集 

日常生活の中から話題を決め、集めた材料から必要な

事項を選んだり、その内容を検討したりすること。 

 

話題設定や取材 

 

聞くこと 

構造と内容の把握 

精査・解釈 

考えの形成 

共有 

話し手が伝えたいことと自分が聞く必要のあることの

両面を意識しながら聞き、感想や考えを形成すること。 

話
し
合
う
こ
と 

話題の設定 

情報の収集 

内容の検討 

日常生活の中から話題を決め、集めた材料から必要な

事項を選んだり、その内容を検討したりすること。 

 

話題設定や取材 

 

話し合うこと 話合いの進め方の検討 

考えの形成 

共有 

進行を意識して話し合い、互いの意見や考えなどを関

わらせながら、考えをまとめたり広げたりすること。 

   ・現行の学習過程は、「話すこと」「聞くこと」「話し合うこと」という領域の内容を示す言葉がその

まま用いられているのに対し、新学習指導要領では、単元の学習の流れを意識できるように具体

的に示されている。 

・話題の設定、情報の収集は、「話すこと」、「聞くこと」、「話し合うこと」に共通している。 

・「話し合うこと」の指導に当たっては、「『話すこと』と『聞くこと』に関する資質・能力が一体と

なって働くため、指導事項との関連を図ることが重要」（9）とされている。 

 

Ｂ 書くこと 

学習過程（新） 指導事項（新） 学習過程（現行） 

題材の設定 

情報の収集 

内容の検討 

書くことを見付けたり、相手や目的、意図に応じて書くことを

選んだりするとともに、必要な材料を整理し、伝えたいことを

明確にすること。 

 

課題設定や取材 

 

構成 

 

記述 

 

推敲 

 

交流 

構成の検討 自分の思いや考えが明確になるように文章の構成を考えるこ

と。 

考えの形成 

記述 

自分の考えを明確にし、書き表し方を工夫すること。 

推敲 記述した文章を読み返し、構成や書き表し方などに着目して文

や文章を整えること。 

共有 文章に対する感想や意見を伝え合い、自分の文章の内容や表現

のよいところを見付けること。 

   ・大まかな学習過程に変更はないが、「記述」と同列で「考えの形成」が挙げられている。「自分の

考えを伝えるために、どのような言葉を用いるか（文末表現、敬体か常体か等を含む。）、語や文

及び段落の続き方やつながりをどのように表現するか、といったことなどに注意して記述の仕方

を工夫する」（10）（※下線部は本研究委員会による）ことが求められている。 
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Ｃ 読むこと 

学習過程（新） 指導事項（新） 学習過程（現行） 

構造と内容の把握 叙述に基づいて、文章がどのような構造になっている

か、どのような内容が書かれているかを把握すること。 

音読 

効果的な読み方 

説明的な文章の解釈 

文学的な文章の解釈 

自分の考えの形成及び交流 

 

目的に応じた読書 

精査・解釈 構成や叙述などに基づいて、文章の内容や形式につい

て、精査・解釈すること。 

考えの形成 文章を読んで理解したことなどに基づいて、自分の考

えを形成すること。 

共有 文章を読んで感じたことや考えたことを共有し、自分

の考えを広げること。 

・指導内容や教材の文種による整理から、学習の流れを意識した整理へと変わった。 

   ・現行学習指導要領の「音読」は、「知識及び技能」(1)に移行した。 

   ・現行学習指導要領の「目的に応じた読書」は、「知識及び技能」(1)に移行した。ただし、指導事

項は、「楽しんだり知識を得たりするために、本や文章を選んで読むこと」から、「自ら進んで読

書をし、読書を通して人生を豊かにしようとする態度を養うこと」という読書の意義や効用に関

するものに変わった。 

 

 

 

全ての領域において、「考えの形成」に関する指導事項が位置付けられました。「どのように社会や人生

をよりよいものにしていくのかという目的を自ら考え、自らの可能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人

生の創り手となる力を身に付けられるようにすることが重要」とする、改訂の基本的な考えを受けたもの

と考えられます。 

また、全ての領域において、「共有」に関する指導事項が位置付けられました。「共有」とは、児童が互

いに感想や意見を伝え合う中で、自他のよさを認めることができる資質・能力のことです。現行学習指導

要領の「書くこと」「読むこと」領域に位置付けられている「交流」は、活動そのものと捉えられがちであ

ることから、交流する学習過程において働く資質・能力をより明確に示すために改められたものと考えら

れます。 

なお、学習過程は「必ずしも一方向、順序性のある流れではない」とされています。学習過程について、

達富先生に伺いました（次頁）。 
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オ 語彙指導の改善・充実 

新学習指導要領解説では、語彙は、全ての教科等における資質・能力の育成や学習の基盤となる言語

能力を支える重要な要素であるとし、語彙を量と質の両面から充実させることが重視されています。具

体的には、「話や文章の中で使いこなせる語句を増やすとともに、（略）語句の意味や使い方に対する認

識を深め、語彙の質を高める」（11）ために、各学年において、指導の重点となる語句のまとまりが系統化

して示されました。整理すると、表５のようになります（太字・波線は本研究委員会による）。なお、表

５の内容は、あくまでも指導の重点とする語句の目安を示したもので、それ以外の語句についても学習

の中で随時取り上げ、日常生活の中で使いこなせるように指導していくことが大切です。 

また、６年間を通じて、辞書や事典を利用して必要な語句等を調べる習慣を児童に身に付けさせるよ

う、新たに明示されました。必要なときに、いつでも辞書や事典が使えるような言語環境の整備の重要

性についても示されています。 

表５ 語彙指導の系統化 

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 

量
を
増
す 

身近なことを表す語句の 

まとまり 

様子や行動、気持ちや性格を 

表す語句のまとまり 
思考に関わる語句のまとまり 

質
を
高
め
る 

・意味による語句のまとまりが 

あることに気付くこと 

・性質や役割による語句のまとま 

りがあることを理解すること 

・語句の構成や変化について理解する 

こと 

・語感や言葉の使い方に対する感覚 

を意識して、語や語句を使うこと 

達富先生「学びどき・教えどき」 

学習指導要領に示されている学習過程は、学習を進める順

序というわけではありません。単元で育成を目指す力や児童

の学習の傾向に応じて学習過程の指導事項に重み付けをした

り、学習過程を往還したりして単元を構想し、柔軟に学習を

進める必要があります。 

例えば、「書くこと」領域では、どの単元でも全ての学習 

過程を同じように、そして常に全過程を始めから終わりまで一括りとして扱いがちです。まず「題材

の設定、情報の収集、内容の検討」を行い、「構成の検討」を経て、「考えの形成、記述」をさせてか

ら「推敲」の学習を行うというようにです。しかし、ときには「推敲する」ことに重点を置く学習も

必要です。その場合、「題材の設定、情報の収集、内容の検討」などと「推敲」とを同等に扱わなけれ

ばならないということはありません。推敲する文章は必ずしも自分が書いたものでなくても構いませ

ん。確かに，自分が書いた文章を推敲することは、文章に対する愛着があるためとてもいいことです。

しかし、児童が書いた文章が必ずしも「推敲することを学ぶための効果的な材料」であるとは限りま

せん。「推敲する」学習過程における目指す力を育成するためには、児童の傾向を観察し、推敲するこ

とに効果的で適切な文章を教師が提供することがあってもいいわけです。同様に、「記述する」学習過

程で育成を目指す力を習得するためには、「題材の設定、情報の収集」などはあらかじめ教師が準備し

ておき、単元としては「記述する」ことに重み付けをし、必要に応じて、再度、児童が題材の見直し

や情報の収集を行うことなども考えられます。 

学習過程の明確化 

小学校のまとめとして、求められている事項。 

中学校国語科における語彙指導の基盤となる。 
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